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　明盛建設㈱（尾﨑幸晴代表取締役）の皆さんが４

月24日、弟子屈小学校周辺の町道と校内の清掃を

行いました。小学校周辺など清掃は、平成26年から

７回目となり、今回は20人が参加。重機なども使用

し、落ち葉などを丁寧に回収し、校内の側溝整備を

行いました。また、弟子屈高校のグラウンドの転圧

も行いました。

地域の役に立ちたい

社会貢献いろいろ

　開成建設工業㈱（小澤由明代表取締役）の皆さんが

５月14日に弟子屈小学校、５月16日に弟子屈中学

校のグラウンド整備を行いました。子どもたちの

喜ぶ顔が見たいと毎年行っています。重機を使い

丁寧に作業を行いました。

　東星渡部建設㈱（渡部哲夫代表取締役）と道瀝工業

㈱（橋本稔代表取締役）の皆さんが、５月18日に川湯

中学校、美留和小学校、奥春別小学校のグラウンド

整備を行いました。子供たちが、けがなく元気に使

ってもらいたいと毎年行っているもので、両社合

わせて７人が参加。除草や転圧、傾斜の修正などを

丁寧に行いました。

　また同日、摩周観光文化センター野外ステージ

前の転圧とソフトボール場の整備も行っていま

す。
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弟子屈警察署
所在地交番

☎４８２‐２１１０

川湯駐在所
☎４８３‐２１５１

弟子屈警察署ホームページ　http://www.teshikaga-syo.police.pref.hokkaido.jp

自動車運転免許の更新は適切に

 地 域 安 全地 域 安 全 ニュース
令和元年６月発行　第261号

弟子屈地区防犯協会連合会

☎４８２‐２１１０（弟子屈警察署内）

交番だより　令和元年６月号

　高齢者講習会を含
む更新時講習を、自
動車運転免許の有効
期限が切れる前に受
講しなければ、免許
が失効してしましま
す。

日本郵便を装ったショートメールに注意！
　郵便不在通知を装うショートメールが増加しています。本文には「郵便荷物をお客様宛にお届けしましたが不在な

ので持ち帰りました」などの内容が書かれていて、本文中にあるアドレスをクリックすると、偽サイトに誘導されて

しまいます。スマートフォンのＯＳがＡndroidの場合は不正なアプリがインストールされ、iPhoneの場合はフィッシ

ングサイトが表示されます。日本郵便ではショートメールによる不在連絡は行っていませんので、アドレスに絶対に

アクセスしないでください。

　㈱今道東建設工業（今誠代表取締役）の皆さんが

５月17日、川湯小学校と和琴小学校のグラウンド

整備を行いました。子どもたちのためにと毎年行

っているもので、６人が参加。除草作業や重機を使

い、転圧、傾斜の修正などを丁寧に行いました。

ニセ警察官からの電話が多発！
　北海道内で、警察官を名乗る者から「詐欺グループを捕まえたら、犯人が持っていた名簿にあなたの名前が載って

いた」「あなたの口座からお金が引き出されている」などという不審な電話が多数入っています。過去には、こうした

電話の後、警察官を名乗る犯人が来訪して、キャッシュカードを封筒に入れるよう指示し、すきを見て別の封筒とす

り替えてカードを盗むという事件も発生しています。

　相手が警察官を名乗っても安易にキャッシュカードを預けたり、暗証番号を絶対に教えないでください。

車上ねらいに遭わないために！
　北海道内で、自動車の窓ガラスが割られ、車内に置いていたバッグなどが盗まれる事件が発生しています。

　防犯対策として①車内に荷物を置いたままにしない②車のドアロックを必ずする③防犯カメラやセンサーライト

を設置するなどの対策を講じ、被害に遭わないようにしましょう。

期日／６月19日㈬　　場所／町公民館

　 　 　 　 　 ▼優良講習　11時30分　 ▼一般講習　13時

　 　 　 　 　 ▼違反講習　９時　　　 ▼初回講習　14時30分

※講習は、警察署で運転免許更新の手続きを済ませた後に受講してください。

自動車
運転免許の
更新時講習

70 歳未満の方は
更新申請を有効期限ぎりぎりにしてしま
うと、期限までに講習が間に合わない…、
なんてことにもなりかねないので、余裕
を持って更新手続きをしましょう！

高齢者講習（75歳以上の方は、認知機能検
査を含む）の案内が届いたら、速やかに自
動車学校に直接電話し、受検（講）の予約
をしましょう！

➡

70 歳以上の方は

➡

猫の飼い方に気をつけましょう！

　近年、猫の苦情が増えています。猫を放し飼いにすると近所トラブルにつながることがありますので、室内で
飼育し、名札付きの首輪などを付けて世話をしていることを明らかにしましょう。また、野良猫に餌を与えない
でください。野良猫に餌を与えている人は飼い主とみなされ、責任を問われる場合があります。飼い主として責
任を持てないのであれば、無責任な餌付けは行わないでください。

問い合わせ先／役場環境生活課生活係☎４８２‐２９３４（課直通）


